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－平成20年度の主な取り組み－



平成20年度の経緯

プロジェクト名 リーダー機関 プロジェクト
機関

検討期間 これまでの検討 平成２０年度成果

報道機関と連携し

 

た津波情報の自動

 

放送化の検討

高知県 徳島県、香川県、

 

愛媛県
H17年度～ ・自動放送化に向けた仕

 

組み（考え方）の整理
・県内全放送事業者と津

 

波情報の自動放送化に

 

向けた共通認識の醸成

・市町村の津波避難計画

 

の作成促進

緊急地震速報の有

 

効な活用
高松地方気象台 H17年度～ ・緊急地震速報の周知広

 

報、ポータルサイトへの

 

掲載

・緊急地震速報の周知広

 

報、緊急地震速報への

 

対応訓練

災害時の情報共有

 

の充実の検討
四国地方整備局 連絡調整会議構

 

成全機関
H20年度～ ・平成20年度新規 ・映像の情報共有システ

 

ム、整備方針の検討

平成20年度の取り組み概要

プロジェクト進行状況（平成２１年３月）

年 月 日

 

内

 

容

平成20年

 

8月

 

7日
平成20年12月15日
平成20年12月18日
平成21年

 

1月27日
平成21年

 

2月

 

3日
平成21年

 

2月13日
平成21年

 

2月25日
平成21年

 

2月27日
平成21年

 

3月18日
平成21年

 

3月24日

第１回幹事会開催
津波対策専門部会（ＤＩＧ講習会開催

 

徳島県美波町）
第２回幹事会開催
四国防災トップセミナー参加（市町村長との意見交換）
津波対策専門部会（ＤＩＧ講習会開催

 

高知県宿毛市）
広域合同演習実施（ヘリ・固定翼による情報集約訓練）
第３回幹事会開催
広域連携専門部会（現地検討会開催

 

高知県奈半利町）
広域連携専門部会（現地検討会開催

 

高知県奈半利町）
連絡調整会議開催

災害時における道

 

路情報の一元的な

 

提供（別途検討）

四国地方整備局

 

（道路情報で別途

 

検討）

徳島県
香川県
愛媛県
高知県

各機関が収集した

 

ヘリ画像情報を有

 

効に活用する方策

 

の検討

四国地方整備局 四国管区警察局、

 

大阪航空局、四国

 

森林管理局、第

 

五・第六管区海上

 

保安本部、陸上自

 

衛隊第１４旅団
徳島県、香川県
愛媛県、高知県
徳島県警察本部

 

香川県警察本部

 

愛媛県警察本部

 

高知県警察本部

H18年度～ ・ヘリ諸元等の整理、ヘ

 

リ画像情報の収集配信

 

経路の整理

・ヘリの諸元、発災直後

 

の初動飛行ルート等の

 

更新、情報共有システム

 

の改善
・広域合同演習での効果

 

確認

光ファイバーネット

 

ワークの拡張等に

 

よる防災LANの市

 

町村への拡張

四国地方整備局 徳島県
香川県
愛媛県
高知県

H19年度～ ・四国内の18市町村が

 

光ファイバー等により接

 

続済み

・松山市と新たに接続、

 

インターネットでの映像

 

提供の拡充

情

 

報

 

共

 

有

写真提供

 

◆表紙上

 

高知県
◆表紙下

 

東北地方整備局



プロジェクト名 リーダー機関 プロジェクト
機関

検討期間 これまでの検討 平成２０年度成果

GIS防災基盤情報

 

の拡充
四国地方整備局、

 

国土地理院
連絡調整会議構

 

成全機関
H17年度～ ・インターネット上での地

 

図を利用した災害情報

 

共有システムの開発
・防災関連情報のシステ

 

ムへの登録

・各機関からの災害情報

 

の登録が可能となるよう

 

機能改良、ヘリ映像の動

 

画を登録・参照（ダウン

 

ロード）できる機能を追加

災害時の情報連絡

 

体制の有効性の検

 

討

四国地方整備局 連絡調整会議構

 

成全機関
H17年度～ ・各機関の災害対策本部

 

設置基準や災害関連情

 

報の整理
・図上訓練の実施による

 

情報共有

・情報共有に関する方針、

 

情報共有体制の整備、

 

防災ポータルサイトの充

 

実

臨時ヘリポート（Ｈ

 

Ｐ）の情報収集体

 

制の確立

徳島県 四国管区警察局、

 

四国地方整備局、

 

大阪航空局、第五

 

管区海上保安本

 

部、陸上自衛隊第

 

１４旅団

H18年度～ ・陸上自衛隊作成の検索

 

システムの課題を抽出
・改善に関するアンケー

 

トの実施、検索ソフトの

 

改善

緊急輸送ルートの

 

復旧オペレーション

 

の検討

四国地方整備局 四国管区警察局、

 

四国運輸局、第

 

五・第六管区海上

 

保安本部、陸上自

 

衛隊第１４旅団、

 

徳島県、香川県、

 

愛媛県、高知県

H19年度～ ・被害の大きい直轄国道

 

の被害及び復旧に関わ

 

る想定

・実効性のある復旧オペ

 

レーションを検討するた

 

めのマニュアル案の作成

広

 

域

 

連

 

携

食料品等の緊急輸

 

送体制に関する課

 

題の抽出

（検討チーム）中国

 

四国農政局、四国

 

運輸局、国土地理

 

院、愛媛県

H18～20年

 

度
・輸送体制の整備、食料

 

品等の供給体制の整備

 

に関する課題抽出

・広域輸送体制による緊

 

急輸送路の通行量の試

 

算

広域的な救急医療

 

体制に関する課題

 

の抽出

四国厚生支局 陸上自衛隊第１４

 

旅団、香川県
H18年度～ ・関係機関による勉強会

 

の開催
・関係機関による勉強会

 

の開催

瓦礫等の処理対策

 

についての検討
中国四国地方環

 

境事務所高松事

 

務所

四国管区警察局、

 

四国地方整備局、

 

四国運輸局、徳島

 

県、香川県、愛媛

 

県、高知県

H19～20年

 

度
・震災廃棄物処理計画の

 

策定状況の把握、市町

 

村別瓦礫発生量の算定、

 

処理施設のまとめ

・震災瓦礫処理簡易マ

 

ニュアルの作成、シュミ

 

レーションの実施

電気設備に係る長

 

期広域停電対策推

 

進プロジェクト

中国四国産業保

 

安監督部四国支

 

部

四国経済産業局、

 

四国地方整備局
H19～20年

 

度
・電気設備対策のポイン

 

トのパンフ作成配布
・パンフの配布、啓発の

 

ための講演会の開催

災害時における金

 

融上の措置の実効

 

性を確保するため

 

の課題の抽出

四国財務局 四国管区警察局、

 

四国地方整備局、

 

四国運輸局

H19～20年

 

度
・勉強会の実施 ・勉強会の実施、行政機

 

関への要望に関する地

 

方銀行へのアンケート調

 

査

市町村との意見交

 

換会の実施
四国地方整備局 四国管区警察局、

 

中国四国農政局、

 

第五・六管区海上

 

保安本部、徳島県、

 

香川県、愛媛県、

 

高知県

H17年度～ ・被害想定や災害時に必

 

要な情報について意見

 

交換

・市町村等の防災関係機

 

関の減災対策や応急対

 

応の具体的な活動内容

 

について意見交換
津

 

波

 

対

 

策

モデル地域におけ

 

る地震津波対策の

 

検討

四国地方整備局
徳島県、高知県

四国管区警察局、

 

中国四国農政局、

 

第五・第六管区海

 

上保安本部、香川

 

県、愛媛県

H18年度～ ・モデル地域における

 

ファシリテーター養成講

 

座の開催、「DIG手引き

 

書」作成

・地域におけるファシリ

 

テーター養成講座の開

 

催



平成20年度の主な取り組み

１

 

緊急輸送ルートの復旧オペレーションの検討

目的：具体的な被害想定や復旧イメージの検討を行い「課題」と「被害と復旧イメージ」を関係機関で共
有化し、実効性のある事前対策を検討します。

■平成20年度は、高知県奈半利町で緊急輸送ルートの復旧オペレーション検討会を開催するとともに、
各地区で検討会を実施する際に使用する検討マニュアル（案）を作成しました。

■平成21年度は、実効性のある復旧ネットワークの検討を行うとともに、他地区での復旧オペレーション
を検討し、検討マニュアル（案）の見直しを進めます。

検討マニュアル（案）

奈半利町中心地区の重要施設の分布

奈半利地区検討会での検討結果事例

検討結果事例

２

 

瓦礫等の処理対策についての検討

目的：震災後の円滑な瓦礫処理のために、四国四県における震災廃棄物処理計画の策定状況を
踏まえ、瓦礫等の処理対策について検討します。

■平成20年度は、震災廃棄物処理計画の策定促進に向けて、「震災瓦礫処理簡易マニュアル」を
作成しました。

■今後、簡易マニュアルを市町村に配布し、震災廃棄物処理計画の早期策定を図ります。

破砕処理 - -

リサイクル 1,128,020 154,000 50,240 -

焼却処理 - 9,300 - -

埋立処分 - - - 282,440

1,291,320

処理方法

組成別瓦礫の発生量

ｺﾝｸﾘｰﾄ 廃木材 金属
その他

(混合廃棄物)
計

A市 1,128,020 163,300 50,240 282,440 1,624,000

市町村

組成別瓦礫の発生量(t)

破砕処理 - -

リサイクル 1,128,020 154,000 50,240 -

焼却処理 - 9,300 - -

埋立処分 - - - 282,440

1,291,320

処理方法

組成別瓦礫の発生量

ｺﾝｸﾘｰﾄ 廃木材 金属
その他

(混合廃棄物)
計

A市 1,128,020 163,300 50,240 282,440 1,624,000

市町村

組成別瓦礫の発生量(t)

瓦礫の発生量及び被災棟数

被災棟数

A市 1,624,000 34,000

市町村

瓦礫発生量(t)

震災瓦礫処理簡易マニュアル
(瓦礫処理 簡易計算)

入力 ①

※余力処理能力 = 公称能力 - 通常処理量

【入力項目】
① 市町村名
② 仮置場面積
③ 木くず又は瓦礫類の破砕余力処理能力
④ チップ化余力処理能力
⑤ 焼却余力処理能力
⑥ 最終処分場残余容量

※余力処理能力 = 公称能力 - 通常処理量

【入力項目】
① 市町村名
② 仮置場面積
③ 木くず又は瓦礫類の破砕余力処理能力
④ チップ化余力処理能力
⑤ 焼却余力処理能力
⑥ 最終処分場残余容量

震災瓦礫処理 シミュレーション
( Ａ市の場合 )

③震災瓦礫発生量 200万t
・ｺﾝｸﾘｰﾄ 140万t
・廃木材 20万t
・金属 10万t
・混合廃棄物 30万t

【 前 提 条 件 】
①被害の規模(南海地震)  Ｍ 8.4
②被害の都市人口 40万人

④仮置場面積 50ha

⑤破砕余力処理能力
100万t/年

(処理期間 1年以内)

⑥チップ化余力処理能力
15万t/年

(処理期間 1年以内)

⑦焼却余力処理能力
10万t/年

(処理期間 1年以内)

⑧最終処分場残余容量
20万m3

※余力処理能力 = 公称能力 - 通常処理量



３

 

金融上の措置の実効性を確保するための課題の抽出

目的：東南海・南海地震等により大きな被害が発生した場合に、金融機関等に要請する「金融上
の措置」の実効性を確保するための課題を抽出します。

■平成20年度は、平成19年度までに検討された「香川県域における課題」を踏まえ、より広範に
金融上の措置の実効性を確保するため、課題を掘り起こすとともにその対応策を検討しました。

■現金搬送車両の優先的通行の可否、銀行業務に必要な通信インフラの優先的取扱いの適否
など行政機関から把握した情報を金融機関等関係先に還元します。

                                                           （ 別  添 ） 

災災害害時時ににおおけけるる「「金金融融上上のの措措置置」」ををごご存存知知でですすかか？？  

 
昭和南海地震（昭和 21 年）の被災状況（写真提供：高知県） 

◆ 金融庁と日本銀行では、地震や台風などの災害で大きな被害が発生した際、災害救助法適用地域等の被災者に対し、以下

のような「金融上の措置」を講ずるよう金融機関等（銀行・信用金庫・信用組合等、証券会社、保険会社等）に要請して

います。 

（例：銀行・信用金庫・信用組合等への要請） 

１．預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻しに応ずること。 

２．届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。 

３．事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、これを担保とする貸付にも応ずること。 

４． 今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。 

５．災害時における手形の不渡処分について配慮すること。 

６．汚れた紙幣の引換えに応ずること。 

７．国債を紛失した場合の相談に応ずること。 

８．災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便化、貸出の迅速化、貸出金の返済猶予等災害被災者

の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。 

９．休日営業又は平常時間外の営業について適宜配慮すること。また、窓口における営業が出来ない場合であっても、顧客及び従業員の

安全に十分配慮した上で現金自動預払機等において預金の払戻しを行う等災害被災者の便宜を考慮した措置を講ずること。 

◆ 銀行券が破れたり、燃えたりした場合には、表・裏両面があることを条件に、新しい銀行券と引換えます。灰になった銀

行券は、その灰が銀行券であることが確認できれば面積に含みます。  

面積が３分の２以上の場合は全額（１万

円券の場合は１万円）として引換え。 

面積が５分の２以上、３分の２未満の場

合は半額（１万円券の場合は５千円）。 

面積が５分の２未満の場合は銀行券とし

ての価値は無く失効。 

 
  

▽金融上の措置に関するお問い合わせ先 

 金融庁（財務局） 日本銀行 

香川県 087-831-2131 四国財務局金融監督第一課 087-825-1111 高松支店総務課 

徳島県 088-622-5181 徳島財務事務所理財課 088-622-3126 徳島事務所 

愛媛県 089-941-7185 松山財務事務所理財課 089-933-2211 松山支店総務課 

高知県 088-822-9177 高知財務事務所理財課 088-822-0001 高知支店総務課 

◆ 私たち四国東南海・南海地震対策連絡調整会議のメンバーは、いつ起こるかもしれない東南海・南海地震による被害を軽

減し、被災後の速やかな対応、復旧ができるよう様々な取り組みを行っています。なお、四国東南海・南海地震対策連絡

調整会議および災害や防災関係の情報については、四国地方整備局のホームページ（www.skr.mlit.go.jp）をご覧下さい。 

◆ 当会議のメンバーと四国地区の金融機関等では、経済のライフラインである「現金の流通や金融サービス」を非常時にお

いても安定稼動すべく、各機関が連携して業務継続体制や緊急連絡網を整備しています。 

４

 

四国防災トップセミナーへの参加

■四国地方整備局主催の「四国防災トップセミナー」に参加し、地域防災のトップである市町村長
との意見交換を行いました。

■意見交換では、東南海・南海地震が発生した場合の災害現場に最も近い組織である市町村等
の防災関係機関の事前の減災対策や発災後の応急対応の具体的な内容について議論を行い、
地域において取り組むべき課題やその対応策を考えました。

【木村四国地方整備局長】 【池内内閣府参事官】 【村上名誉教授】

　
★第５回会議までに抽出された課題 　★会議で得られた成果と今後の対応策

プロジェクト会員における基本的な課題等

   ■ プロジェクト会員等において、大規模震災が発生した
    際の専門知識や情報は有しているものの、『金融上の
    措置の実効性を確保』するための「専門外の知識」を
    持ち合わせていない。

 財務局・日銀に対するもの

　 ■ 利用者に対する平時からの周知活動
　■ 特別措置に関する迅速かつ的確な報道要請
　■ 災害発生後の金融機関への連絡態勢
　■ 災害発生から措置要請までの迅速化

各行政機関に対するもの

　 ■ 現金、コンピューターデータ等の搬送
　■ システム復旧要員や物資等の搬送
　■ 通信インフラの確保
　■ 一元的な情報収集
　■ 大規模震災を想定した訓練が未実施

 【成果】
 

   ◇  「金融上の特別措置」や「大規模震災時の状況」等について
　　プロジェクト会員等相互での認識が共有でき、今後、被災時等
　　において連携を図ることが容易になった。
  ◇ プロジェクト会員等の連絡網を作成。
　◇ 広報用資料の作成・準備。

 【今後の対応策】
　

  ◆ 広報用資料を金融機関等関係先に配付。
　◆ 各県記者クラブに対し、災害発生に伴う特別措置要請実施
    時の速やかな報道を要請。
　◆ 災害発生時には、金融機関や行政機関等と連携を図り迅速
　　に対応。

【今後の対応策】

  ◆ 行政機関から把握した情報を金融機関等関係先に還元。
    ◎ 現金搬送車輌の優先的通行の可否
    ◎ 銀行業務に必要な通信インフラの優先的取扱いの適否
    ◎ その他、「一元的な情報収集」や「大規模震災を想定した
　　　訓練」に関する各行政機関からの見解等
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５

 

モデル地域における地震・津波対策

目的：東南海・南海地震を対象とした、災害図上訓練（ＤＩＧ）を用いて地域防災力づくりを進めます。
■平成20年度は、ＤＩＧのファシリテーター養成を目的として、平成19年度に作成した「東南海・南海

地震対応ＤＩＧ手引書を用いて、徳島県海部郡美波町（平成20年12月15日）と高知県宿毛市（平成
21年2月3日）において講習会を開催しました。（講師：富士常葉大学、小村准教授）

■平成21年度は、地域防災力の向上に向けて、組織的なＤＩＧファシリテーター養成講座を継続する
とともに地域（市町村）でのＤＩＧを支援します。

徳島県海部郡美波町での
実施状況

（平成20年12月15日開催）

高知県宿毛市での
実施状況

（平成21年2月3日開催）

【第一段階】
震度分布、津波浸水深や
危険箇所の書き込み

【第二段階】
被害が想定される主要施設と事前の
対策が必要とされる施設の洗い出し

【第三段階】
必要な対策の工程について議論

【第一段階】
震度分布、津波浸水深や
危険箇所の書き込み

【第二段階】
被災後の生活をイメージし、直面する
困難とハード・ソフト対策の洗い出し

【第三段階】
事前の対策やこれからの
まちづくりについて議論

６

 

広域合同演習の実施（ヘリコプター等による情報収集・配信）

■広範囲の被害状況を把握するには、ヘリコプターや固定翼機により収集した画像情報が有効で
あり、関係機関で画像情報を共有し活用することは、より迅速で効果的な応急対応の実現に効
果があります。

■調整会議構成機関が所有する９機のヘリコプター等（事前撮影による参加４機含む）が収集した
被害映像を四国地方整備局災害対策室に集約するとともに、専用回線で結ばれている機関への
同時配信等を行いました。またＧＩＳを用いたＷｅｂ上の災害情報登録システムに各機関から被害
情報を登録し、それを各機関が閲覧することにより情報の共有化を図りました。

テレビ会議による
被害情報の報告
（共有）

四国地方整備局災害対策室 災害情報地図掲示板を用い、
各機関の災害対策室から報告 災害情報地図掲示板

災害対策室での情報集約



今後の取り組みについて

１

 

基本通信網が被災した時の非常通信手段の確保のための検討（新規）

２

 

ヘリコプターの運航統制について（新規）

今後は、平成20年度の取り組みを継続して実施するとともに、下記の課題についても取り組んで

 

いきます。

■高度化した情報通信ネットワークへの依存度が増大するほど、これらのシステムが被災した際の
影響は深刻であり、補完的機能の充実が求められています。

■東南海・南海地震応急対策活動要領では、基本通信網が使用不能となった場合には、代替通信
網として、中央防災無線網等の衛星地球局、災害応急復旧用無線電話機等又は非常通信協議会
の構成員の保有する無線通信網の活用を図ることによって可能な限り通信の確保に努めることと
されています。

■これらの代替通信網の利用可能性の確認等に
ついて検討します。

想定される成果

■ 基本通信網が使用不能となった
場合の迅速な代替通信網による
通信路の確保

想定される成果

■東南海・南海地震発生時においては、被害状況調査や救助活動等のため、各種機関のヘリコプ
ターが被災地に集中することが予想されることから、ヘリコプター運航の安全確保や救助の効率
化のためには、その運航を統制する必要があります。

■四国地区においても、ヘリコプターの運航統制及び局地的な統制要領について早急に各機関が
認識を統一する必要があります。

■このため中越地震、岩手・宮城内陸地震等におけるヘリコプターの運航統制に関する教訓を踏ま
えて、各機関で意見交換を実施してヘリコプター運航統制（案）を作成します。

■ 四国地区内におけるヘリコプター運航統制

・

 

救助ヘリコプター、偵察ヘリコプター、ヘリテレ及び報道ヘリコプターの使用高度の統制

・

 

飛行航路の設定

■ 局地的な空域の使用統制（取り決め）の確立

・ヘリポートへの離発着統制

・各機関のヘリコプター運航状況の情報提供

■ 報道ヘリコプターへの対応要領

非常災害対応のための関係機関の重要通信網の現状

中央防災無線網

消防・防災無線網

都道府県防災無線

市町村防災無線

その他関係機関独自の通信網

都道府県レベル 居住区域市町村レベル

国レベル

水防・道路管理用通信網

警察用通信網

防衛用通信網

海上保安用通信網

気象用通信網

内閣総理大臣官邸

内 閣 府

関係行政機関

日本赤十字社
他関係公共機関

国土交通省

関係地方公共機関

放送局

放

送

同 報

市町村

消防本部
（消防署）

警察署

病 院

学 校

ボランティア
防災機関

防災関連公共機関

消防・防災無線網

警 察 庁

防 衛 省

海 上 保 安 庁

気 象 庁

都道府県警察本部

自衛隊駐屯地

海上保安部

気象台（測候所）

地方建設事務所

都道府県
住 民住 民

消 防 庁

中央防災無線網

写真提供

 

陸上自衛隊



国や地方公共団体の防災関係機関が実施するハード対策やソフト対策を連携・調整し、より

 

計画的かつ効果的に実施することにより、いつ、起こるかもしれない東南海・南海地震による

 

被害を軽減するとともに、被災後においても速やかな対応・復旧ができることを目的として、本

 

会議を設立しました。

■連絡調整会議会員（２６機関）

四国管区警察局長、四国総合通信局長、四国財務局長、国税庁高松国税局長、四国厚生支局長、

中国四国農政局長、林野庁四国森林管理局長、四国経済産業局長、原子力安全・保安院中国四国

産業保安監督部四国支部長、四国地方整備局長、四国運輸局長、大阪航空局長、国土地理院

四国地方測量部長、気象庁高松地方気象台長、海上保安庁第五管区海上保安本部長、海上保安庁

第六管区海上保安本部長、中国四国地方環境事務所高松事務所長、陸上自衛隊第14旅団長、

徳島県危機管理局長、香川県防災局長、愛媛県県民環境部長、高知県危機管理部長、

徳島県警察本部長、香川県警察本部長、愛媛県警察本部長、高知県警察本部長

■オブザーバー機関（８機関）

全国消防長会四国支部、日本銀行高松支店、西日本高速道路（株）四国支社、四国電力（株）、

四国旅客鉄道（株）、日本貨物鉄道（株）四国支店、西日本電信電話（株）四国事業本部、

（株）ＮＴＴドコモ四国支社、

情報共有部会

事務局：四国地方整備局

広域連携部会 津波対策部会

幹 事 会

国土交通省四国地方整備局

 

企画部防災課
〒760-8554

 

高松市サンポート３番33号（高松サンポート合同庁舎10階）
TEL（087）851-8061

 

http://www.skr.mlit.go.jp

四国東南海・南海地震対策連絡調整会議 概要

■設立主旨

■検討項目

情報 共有（情報共有部会）
地震・津波情報の収集、伝達方法

地震発生後の被災情報の収集、共有

防災対策基盤整備の効果的な推進

応急復旧活動における広域連携

沿岸地域における地震・津波対策

広域合同演習・広報

四国東南海・南海地震対策連絡調整会議
四国管内の防災関係機関が実施する東南海・南海地震対策について、

情報の共有及び施策の連携・調整を図るものである。

津波 対策（津波対策部会）

演習・広報（幹事会）

広域 連携（広域連携部会）

分 野（部会等） 検 討 項 目




